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１ 計画策定の意義 

   

本市は、都心への交通の利便性や恵まれた自然環境のもと住宅都市として発展してきた。 

本市では平成23年度から平成32年度の10年間を計画期間とする『茅ヶ崎市総合計画』を策定

し、将来の都市像を『海と太陽とみどりの中で  ひとが輝き  まちが輝く 湘南・茅ヶ崎』

と定め、その実現に向けて施策を展開している。国及び地方公共団体においても従前の大量

生産、大量消費、大量廃棄の一方通行の社会システムから資源循環型の社会システムの構築

に向けた取り組みが実施されてきたところであるが、生活様式の多様化や利便性の向上に伴

う廃棄物の質的変化により廃棄物処理問題は年々複雑化してきている。本市においても、処

理施設の利用も含めた廃棄物処理問題は重要課題の一つとなっていることから、さらなる循

環型社会に移行していくためには、生産から消費及び廃棄に至るあらゆる段階において、今

まで以上に廃棄物の発生抑制、再利用、再生利用など減量化・資源化の推進に努めることが

肝要である。 

このような背景を鑑み、本計画は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律」（以下「法」という）第８条に基づいて一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄

物を分別収集し、資源の再利用と最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それ

ぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにするとともに、すべての関係者が一体となって取

り組むべき方針を示したものである。 

本計画の推進により、一般廃棄物の減量化・資源化や廃棄物処理施設の効率的な利用を図

るとともに、環境への負荷と健全な経済の発展が調和した資源循環型社会の形成を目指すも

のである。 

                                              

２ 基本的方向 

 

 本計画を実施するにあたっての基本的方向を次のとおり示す。  

 

 (１) 市民・事業者・行政が一体となって、『資源循環型まちづくりを推進し快適都市茅

ヶ崎』の実現を目指す。 

 

 (２) ごみの発生・排出を極力抑制することを第一義とし、排出されたごみは可能な限り  

資源化することで、最終処分量を限りなくゼロに近づける資源循環型社会を目指す。 

 

 (３) 市民・事業者・行政が主体的にそれぞれの役割と責任を分担することで、ごみの減

量化・資源化の推進に努める。 
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３ 計画期間 

 

本計画は、令和２年４月を始期とする５か年間（令和２年度～令和６年度）を計画期間と

し、令和４年度に見直す。 

 

４ 対象品目 

 

本計画は、容器包装廃棄物のうちスチールかん、アルミかん、無色ガラスびん、茶色ガラ

スびん、その他ガラスびん、飲料用紙パック、ダンボール、ペットボトル、プラスチック製

容器包装類を対象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項第１号）  

  

（単位：ｔ） 

項目 

年度 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

容器包装廃棄物 15,473 15,362 15,255 15,151 15,056 

 

 ※平成 ３０年３月改定の茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画の推計値を使用し、算

定した。  
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６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項（法第８条第２項第２

号） 

   

容器包装廃棄物の排出抑制のため、次の施策を実施していく。 

実施にあたっては、効果的な排出抑制が達成できるように市民・事業者・行政の３者が一

体となって、それぞれの役割と責任を分担し、連携をとりながら進めるものとする。  

 

市民・事業者・行政の協力体制 

【市民の役割】 

環境を常に考えたライフスタイルの実践  

 

・すぐにごみになるもの、資源化しにくいものは、買わない。 

・リサイクル品を積極的に使う。 

・ごみを排出するときは、適正に分別する。 

・行政が行う施策に積極的に協力する。 

【事業者の役割】 

限りある資源の有効活用と 

環境を考慮した事業活動の展開 

 

・製造、流通、販売過程ですぐにごみになり資源化しに

くいものは、使わない、作らない、売らない。 

・リサイクル品を積極的に使う。 

・資源化技術の確立と回収、資源化ルートを構築する。 

・事業系ごみは自らの責任で適正処理する。 

・行政が行う施策に積極的に協力する。 

【行政の役割】 

環境に優しい持続型社会を 

構築するための施策を実施 

 

・減量化、資源化活動を促進する。 

・環境に配慮し、かつ長期的視野に立ったごみの収集、運

搬、中間処理、最終処分を実施する。 

・リサイクル品を積極的に使う。 

・市民や事業者に対して、本市のごみ処理状況をPR、啓発

する。 

・市民の参加及び協力のもと施策を実施する。 
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  (１) 排出抑制・資源化のための施策（平成30年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施 策 名 内 容 摘 要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①ごみ減量・リサイクル推進

店制度           

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            

ごみ減量化やリサイクル活

動を行っている市内の販売店

等を認定し消費者と店舗等の

相互協力によるごみの減量化

とリサイクルの促進を図る。 

・包装の簡素化推進 

・再生品の販売促進 

・資源回収及び買換え古品の

販売促進 

・詰替え用品等の無駄のない

製品の販売 

・その他のごみ減量・リサイ

クルの推進 

・その他独自に行っているご

み減量・リサイクル推進事

業 

 

 

認定店舗数の拡大を図る。

  

 

認定店舗  市内92店舗   

     

 

事業者及び消費者のごみ資

源化への意識の向上 

  

  ごみ減量・リサイクル推進店認定マーク                        

                                 

  愛称は「リサル君」 

 リサイクルの言葉からサルをイメージして作られました。 

手が円を描くことによって、リサイクルを表します。 

 

 

②三者協調型資源回収システ

ムの推進         

             

             

          

資源物回収システムを見直し、市

民・事業者・行政が一体となったシ

ステムを推進する。地域別の資源回

収とし、自治会等の団体に協力金を

交付することにより、資源回収シス

テムを支援し、一般ごみの排出抑制

効果の拡大を図る。  

自治会等の団体 137団体 
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施 策 名 内 容 摘 要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③啓発活動   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

小学生用副読本 ごみ問題について、早い時期から

理解を深めてもらうため、ごみ減量

・リサイクル及び適正処理に関する

副読本を小学４年生を対象に作成し

学校教育を通して啓発に努める。 

 

対象生徒 

小学４年生 2,307人 

パンフレット等の作成 市民へのごみの適正分別・排出方

法の啓発のため「ごみと資源物の分

け方・出し方」「ごみと資源物の収

集カレンダー」を発行する。 

また、ごみ問題の現状等を伝えた

り、ごみの発生抑制・リサイクル意

識の普及啓発のため、「ごみ通信ち

がさき」を発行しそれぞれ配布する

。  

「ごみと資源物の分け方・

出し方」 

 年１回発行 115,000部 

「ごみと資源物の収集カレ

ンダー」 

年１回発行 168,000部 

 

「ごみ通信ちがさき」 

年１回発行 90,000部 

「紙の分別啓発チラシ」

90,000部 

ごみ処理施設等の見学 ごみの実情を知っていただくため

、寒川広域リサイクルセンター、環

境事業センター（焼却処理施設）

及び最終処分場の積極的な見学の

受け入れを行う。 

 

見学者 3,779人 

買い物袋の持参の推進 繰り返し使用可能な買い物袋（

マイバッグ）の持参の普及啓発を

行う。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に

係る分別の区分（法第８条第２項第３号） 

 

分別収集する容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定め、収集に係る分別の区分を

下表右欄のように定める。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類  収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
かん 

主として 

ガラス製の 

容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

びん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするため

のもの（原材料としてアルミニウムが利用されてい

るものを除く。） 

飲料用紙パック 

主としてダンボール製の容器  ダンボール 

主としてポリエチレンテレフタレート製の容器であ

って飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの  
ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以

外のもの 
プラスチック製容器包装類 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リ

サイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２項第

４号） 

 

（単位：ｔ） 

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

816 0 815 0 814 0 813 0 813 0

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

430 12 429 12 429 12 428 12 428 12

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

440 0 439 0 439 0 438 0 438 0

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

657 0 657 0 656 0 656 0 655 0

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

1,955 0 1,954 0 1,952 0 1,950 0 1,948 0

（合計）

主としてプラスチック製の容器

包装であって上記以外のもの

（プラスチック製容器包装類）

1,955 1,954 1,952 1,950 1,948

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）
主としてポリエチレンテレフタ

レート（PET)製の容器であって

飲料又はしょう油その他主務大

臣が定める商品を充てんするた

めのもの

（ペットボトル）

657 657 656 656

816

（合計） （合計）

（合計） （合計） （合計） （合計） （合計）

440 440
茶色のガラス製容器

（茶色ガラスびん）

（合計） （合計） （合計）

442 441 441

655

（合計） （合計） （合計） （合計）

主として段ボール製の容器

（ダンボール） 2,754 2,751 2,749 2,746 2,744

主として紙製の容器であって飲

料を充てんするためのもの（原

材料としてアルミニウムが使用

されているものを除く。）

（飲料用紙パック）

57 57 57 57 56

440 439 439 438 438
その他のガラス製容器

（その他ガラスびん）

815 814 813 813無色のガラス製容器

（無色ガラスびん）

（合計）（合計）（合計）（合計）（合計）

主としてアルミ製の容器

（アルミかん） 376 376 375 375 375

主としてスチール製の容器

（スチールかん） 292 292 292 292 291

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包

 装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

  特定分別基準適合物の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令  

で定める物の量の見込みは、平成３０年度の容器包装廃棄物の資源化量実績及び人

口変動率を基に推計した。  

                                                                                

【計算式】平成３０年の分別基準適合物等の資源化量実績×人口変動率  
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５号）  

 

収集・運搬の段階、選別・保管等の段階の実施者について下表に示す。  

 

容器包装廃棄物の種類 収集の分別区分 
収集運搬 

段階 

選別保管等段階 

選別 保管 

スチールかん 

かん 

民間業者 

による 

定期収集 

民間業者 市 

アルミかん 

無色ガラスびん 

びん 

民間業者 

による 

定期収集 

民間業者 市 茶色ガラスびん 

その他ガラスびん 

飲料用紙パック 飲料用紙パック 民間業者 

による 

定期収集 

民間業者 
市及び 

民間業者 
ダンボール ダンボール 

ペットボトル ペットボトル 

民間業者 

による 

定期収集 

民間業者 市 

プラスチック製 

容器包装類 

プラスチック製 

容器包装類 

民間業者 

による 

定期収集 

民間業者 市 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第６号）  

  

かん・ガラスびん・ペットボトル・プラスチック製容器包装類は、寒川広域リサイクル

センターで選別・圧縮・保管を行い、飲料用紙パック・ダンボールについては、集積場所

より収集後、再生処理業者へ引き渡す。 

          

分別収集の用に供する施設計画 

 

容器包装廃棄物の種類 収集の分別区分 収集容器等 収集車 中間処理 

スチールかん 

かん ネット袋 
２ｔ 

パッカー車 

寒川広域リ

サイクルセ

ンター 

アルミかん 

無色ガラスびん 

びん コンテナ 
２ｔ 

平ボディ車 
茶色ガラスびん 

その他ガラスびん 

飲料用紙パック 飲料用紙パック 
透明・ 

半透明の袋 

２ｔ 

パッカー車 

 

 

民間業者 

ダンボール ダンボール 
ひもによる

結束 

２ｔ 

パッカー車 

ペットボトル ペットボトル ネット袋 
２ｔ 

パッカー車 寒川広域リ

サイクルセ

ンター 
プラスチック製 

容器包装類 

プラスチック製 

容器包装類 

透明・ 

半透明の袋 

２ｔ 

パッカー車 
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12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８条第２項第７

号） 

 

（１）本市では、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の促進を図るため茅ヶ崎

市廃棄物減量等推進審議会及び環境指導員制度を設けている。 

  

   Ⅰ 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会 

一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する事項その他市長が必要と認める

事項につき諮問に応じて調査審議し、答申をし、又は意見を建議する。  

平成５年７月設置  任期 ２年  構成委員 １４名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Ⅱ 環境指導員制度 

環境指導員は、ごみの分別、排出等に関する市の施策に協力しその分担する地域に

おいて、次の職務を行う。 

    ①ごみ集積場所でのごみの分け方出し方の指導  

    ②ごみ集積場所の管理等に関する指導 

    ③ごみの減量化、資源化及び排出指導等に関する会議、研修会等への出席  

    ④その他ごみに関する市及び自治会との連絡調整  

     任期  ２年    構成員  ３３６名                               

                        

                    

                    

13 その他のリサイクル 

 

その他の紙製容器包装については、菓子箱などの厚紙は「ダンボール」、包装紙や手提

げ紙袋は「本・雑誌・雑紙」として収集している。ただし、リサイクル不適合物について

は、燃やせるごみとして収集している。 

 

市 長 

茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会 

一般公募市民 

３名 

関係団体の 

代表 ４名 

事業者の代表 

４名 

学識経験を有

する者 ２名 

環境指導員 

１名 


